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年会費改定（値上げ）と入会金制度の導入に関するお知らせ 

 

謹啓 向寒の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、MEJが推進する医療の国際展開活動に対し、ご指導とご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。  

MEJでは2021年より医療渡航フォーラム（MTF）を立ち上げ、医療機関と医療渡航支援企業の信

頼関係の構築を促進してまいりました。現在、80社以上の渡航支援企業にご入会いただき、各社、

日々医療渡航の支援にご尽力いただいているかと存じます。立ち上げ当初は多くの企業にご参加

いただくこと、またコロナの状況を鑑みて入会金はなしで、年会費は50,000円（初年度から22年度

までは半額）で設定させていただいておりましたが、2025年4月より年会費の改定と、入会金制度

の導入をさせていただく運びとなりました。 

背景といたしましては、JIHをはじめとする渡航受診者受入れ医療機関において、信頼のおける企

業としてMTFを渡航受診の窓口に指定いただけるようになり、今後はさらにMTF会員が受診者、医

療機関の双方から信頼を得られるべく、質の向上に重きを置きたいと考えています。また、会員数も

80社を超え、多岐に渡る会員の皆様に満足いただける活動を実施するための運営費の増加も見込

まれています。 

今後は、医療機関での勉強会や、医療渡航の研修会、座談会等、今年度以上に皆様にご参加い

ただけるイベントを増やしていき、会員同士や医療機関との関係向上に努めていく所存でございま

す。また、MEJとしては、MTFを指定窓口とするJIH推奨病院の増加にも尽力いたします。 

入会金につきましては、すでにMTFにご加入いただいている皆様は免除となりますので、ご安心

いただければ幸いでございます。 

会員の皆様におかれましては、何卒これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

謹白 
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記 

 

下記のとおりに年会費の値上げと入会金を導入します。 

 

【年会費】 

会員の種別 現行年会費 改定後年会費 

正会員（医療渡航支援企業） 5万円 10万円 

賛助会員（医療通訳者などの個人） 1万円 2万円 

 

 

【入会金】100,000円（正会員：医療渡航支援企業が対象） 

 

【改定実施年度】 

2025年度（2025年４月１日～2026年 3月 31日）年会費から改定します。 

 

なお、以下については現行どおりとなります。 

➢ 正会員（MEJ企業会員・AMTAC企業）においては変更なし 

➢ 下半期（10月 1日以降）入会の場合は、年会費半額とする 

➢ 事業年度：当年 4月 1日～翌年 3月 31日 

➢ 会費納入期限：その年度の 5月 31日まで 

 

 

以上 


